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松川町観光協会と交流センターみらい等の南信州まつかわ観光局（仮称）への移行（案）   H29.9.26 
観光協会・みらい運営委員会資料  

 

1-1「松川町観光協会」は、発展的解散とし、担っていた役割について、「観光局（仮称）」へ引き継ぐ。 
2-1「農村観光交流センター運営委員会」のうち「観光交流センター」が担ってきた役割は、「観光局（仮称）」が担うものとする。 
2-2「農村観光交流センター運営委員会」は廃止し、「営農支援運営委員会」を新たに組織する。 
2-3「農村観光交流センターみらい」施設は、これまで同様の機能を担う。（設置条例等改正は行わない。） 

農村観光交流センター運営委員会 

部門 業務内容 担当者 

（1）営農支援
センター［農業
振興係］ 

❷農業体験ホームステイ 矢沢,野村 

③担い手育成事業 
・認定農業者連絡会・若武者 
・新規就農相談等 

矢沢,野村,佐藤(広) 

④農地利用調整 佐藤(光),下平 

⑤労働力支援 
・シルバー人材C 
・ワーキングホリデー 

原 

⑥農業法人支援 下平 

（2）観光交流
センター［商工
観光係］ 

❼観光案内 
・観光案内・果物狩り案内 
・りんごのオーナー 

宮島,丸山,原 

分
割 
・ 
移
行 

営農支援運営委員会 

部門 業務内容 担当者 

（1）営農支援
センター［農業
振興係］ 

③担い手育成事業 
・認定農業者連絡会・若武者 
・新規就農相談等 

矢沢,野村,佐藤(広) 

④農地利用調整 佐藤(光),下平 

⑤労働力支援 
・シルバー人材C 
・ワーキングホリデー 

原 

⑥農業法人支援 下平 

南信州まつかわ観光局（仮称） 

❶観光協会事業 

❷農業体験ホームステイ 

❼観光ワンストップ窓口 
 ・観光案内・果物狩り案内・りんごのオーナー 等 

商工観光係（観光） 

商工観光係 ⑧広域観光(県,広域,北部) 宮島,北林 

⑨行政観光 

商工観光係（観光） 

商工観光係 ⑧広域観光(県,広域,北部)等 宮島、北林 

⑨行政観光 

松川町観光協会 

商工観光係 ❶観光協会事業 宮島,北林 


